令和８年度「熱川・稲取小学校放課後児童クラブ」申込要領
令和８年度放課後児童クラブの利用を希望される保護者は、以下の要領をご確認の上、お申し込みいただきますようご案内申し上げます。

１．実施主体　
東伊豆町（運営は、町から委託された業者が行います）
２．放課後児童クラブ

	名称
	所在地
	定員

	熱川小学校放課後児童クラブ
	奈良本771-1（熱川小学校内）
	40人

	稲取小学校放課後児童クラブ
	稲　 取614-1（稲取小学校内）
	40人


３．利用要件
〇熱川・稲取小学校に通う小学校就学児童
〇保護者（祖父母を含む）が労働等で昼間家庭にいない（児童の面倒をみる者がいない）
〇放課後児童クラブ閉所時（１８時）までに児童の迎えが出来る世帯
４．開所日・開所時間
〇授業終了時から１８時まで
〇土曜日・学年始・夏季・冬季・学年末休業日等、校長が定める期間　８時～１８時

５．閉所日

〇日曜日・祝日・年末年始（12月29日～翌年1月3日）及び8月13日～8月16日
６．支援員　
各クラブ、支援員２人配置（昼休憩等、一時的に１人となる場合あり）
７．利用料
〇児童１人につき　月額５，０００円
【利用料の減免について】
別途減免申請書を提出することで、以下のとおり減免を受けることができます。
・同一世帯で複数児童が入所する場合、２人目以上の児童１人につき月額３，０００円
・ひとり親世帯等の児童が入所する場合、児童１人につき月額３，０００円
・生活保護世帯の児童が入所する場合、無料
８．会費

〇児童１人につき　月額２，０００円（おやつ代・傷害保険料・教材費）

　　　　　　　　　　　　　　　年額　　　２００円（賠償責任保険料）
※納入は原則口座振替
※利用料及び会費は、在籍（＝利用）状況により発生するため、欠席が続く場合でも、在籍
中は利用料・会費が発生します（受入準備を行っているため）
裏面もご覧ください
９．昼食
〇給食はありません
〇土曜日・学校の長期休み期間等はお弁当を持参してください

※平日学校給食の無い日はお弁当を持参してください
10．入所の決定
〇「保育の必要性」の高い児童を優先し、入所決定を行います
※「保育の必要性」とは、保護者や同居の親族などが労働等により、児童の面倒をみることが
出来ず、保育を必要とする状態を指します
11．申込用紙の配布、提出先及び期間
　　　〇配布　東伊豆町役場　住民福祉課（熱川支所では受付できません）

　　　〇期間　令和８年１月２６日(月)～２月１３日（金）(土・日・祝日を除く9時～１７時)
　　　※年度途中に入所希望の方は入所希望日の１か月前まで

12．提出書類

	放課後児童クラブ入所申込書
	必要事項に記入漏れのないようにしてください

	就労証明書
(就労していない理由書)
	保護者（同居の祖父母等も含む）すべての方について、就労先から証明を受けて下さい


※就労していない方の理由書で、保護者（祖父母等）が病気等で保育できない場合は、医師の診
断書等を添付してください
※児童の学年は、新年度申込みの場合は新学年を記入してください
※児童の健康状態、成長・発達の様子、その他配慮すべき事項は備考に記入してください
（特別支援学級に在籍している場合は必ずご記入ください）
※提出した書類に不備があった場合は、申込みされたことになりませんのでご注意ください

※申込後、家庭状況等に変更があった場合（保護者の転職、転居等）は速やかにご連絡ください
※町外への転出等により、熱川・稲取小学校の学籍を喪失した場合、退所となります
※新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルス等の感染症に感染（疑い含む）した場合は、お預
かりできません

13．入所の決定通知等
令和８年３月上旬頃、保護者宛、入所申込書に記載されている住所へ通知します
14．注意事項
既に入所されている方も毎年度申請が必要になります
東伊豆町役場住民福祉課
子育て支援係

℡９５－６２０４
表面もご覧ください
放課後児童クラブとは？


放課後児童クラブは、放課後児童健全育成事業として児童福祉法に定められた事業です。


保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に、遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業です。（クラブには支援員がいますが、宿題等を教えることはしません）








